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○

有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
九
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
借
入
れ
有
価
証
券
の
裏
付
け
の
確
認
等
の
適
用
除
外
）

（
借
入
れ
有
価
証
券
の
裏
付
け
の
確
認
等
の
適
用
除
外
）

第
九
条
の
三

令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
九
条
の
三

［
同
上
］

る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
（
第
二
十
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

取
引
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
引
と
し
て
空
売
り
を
行
う
こ
と
が
当
該
空
売
り
を

受
託
し
た
金
融
商
品
取
引
所
の
会
員
等
及
び
取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
い
て

す
る
当
該
空
売
り
の
委
託
の
取
次
ぎ
の
申
込
み
を
受
け
た
者
に
お
い
て
確
認
が

行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

有
価
証
券
の
発
行
者
が
株
式
分
割
、
優
先
出
資
証
券
に
係
る
優
先
出
資

十
二

有
価
証
券
の
発
行
者
が
株
式
分
割
、
優
先
出
資
証
券
に
係
る
優
先
出
資

（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
割
、

（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
割
、

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
投
資
信
託
受
益
証
券
等

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
投
資
信
託
受
益
証
券
等

」
と
い
う
。
）
に
係
る
受
益
権
の
分
割
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る

」
と
い
う
。
）
に
係
る
受
益
権
の
分
割
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る

も
の
を
含
む
。
）
及
び
投
資
口
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

も
の
を
含
む
。
）
及
び
投
資
口
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
投

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
投

資
口
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
割
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
式
分

資
口
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
分
割
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
式
分

割
等
」
と
い
う
。
）
、
株
式
無
償
割
当
て
（
会
社
法
第
百
八
十
五
条
に
規
定

割
等
」
と
い
う
。
）
、
株
式
無
償
割
当
て
（
会
社
法
第
百
八
十
五
条
に
規
定

す
る
株
式
無
償
割
当
て
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
合
併
、
会
社
分
割
、
株

す
る
株
式
無
償
割
当
て
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
合
併
、
会
社
分
割
、
株
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式
交
換
、
株
式
移
転
又
は
株
式
交
付
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
分

式
交
換
又
は
株
式
移
転
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
分
割
等
、
株
式

割
等
、
株
式
無
償
割
当
て
、
合
併
、
会
社
分
割
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
又

無
償
割
当
て
、
合
併
、
会
社
分
割
、
株
式
交
換
又
は
株
式
移
転
に
よ
り
割
り

は
株
式
交
付
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た
株
式
、
優
先
出
資
、
投
資
信
託
受
益

当
て
ら
れ
た
株
式
、
優
先
出
資
、
投
資
信
託
受
益
証
券
等
に
係
る
受
益
権
（

証
券
等
に
係
る
受
益
権
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。

外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
及
び
投
資
口
（
以
下
こ

）
及
び
投
資
口
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
数
量

の
号
に
お
い
て
「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
数
量
の
範
囲
内
で
当
該
株
式
等

の
範
囲
内
で
当
該
株
式
等
と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取

と
同
一
の
銘
柄
の
有
価
証
券
の
売
付
け
を
行
う
取
引

引［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

［
十
三
～
三
十
三

略
］

［
十
三
～
三
十
三

同
上
］

三
十
四

合
併
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
又
は
株
式
交
付
（
以
下
こ
の
号
に
お

三
十
四

合
併
、
株
式
交
換
又
は
株
式
移
転
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
合
併

い
て
「
合
併
等
」
と
い
う
。
）
を
決
定
し
た
会
社
（
株
式
交
付
を
決
定
し
た

等
」
と
い
う
。
）
を
決
定
し
た
会
社
の
発
行
し
た
株
券
（
以
下
こ
の
号
に
お

会
社
が
当
該
株
式
交
付
に
際
し
て
譲
り
受
け
る
株
式
を
発
行
す
る
株
式
会
社

い
て
「
合
併
等
会
社
株
券
」
と
い
う
。
）
の
約
定
価
額
の
水
準
と
当
該
会
社

を
含
む
。
）
の
発
行
し
た
株
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
合
併
等
会
社
株

と
合
併
等
を
す
る
会
社
の
発
行
す
る
株
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
被
合

券
」
と
い
う
。
）
の
約
定
価
額
の
水
準
と
当
該
会
社
と
合
併
等
を
す
る
会
社

併
等
会
社
株
券
」
と
い
う
。
）
の
合
併
等
の
比
率
に
基
づ
く
約
定
価
額
の
水

（
株
式
交
付
に
あ
っ
て
は
、
当
該
株
式
会
社
又
は
当
該
株
式
交
付
を
決
定
し

準
の
関
係
を
利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
合
併
等
会
社
株
券
の
買
付
け

た
会
社
）
の
発
行
す
る
株
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
被
合
併
等
会
社
株

を
新
規
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内
で
被
合
併
等
会
社
株

券
」
と
い
う
。
）
の
合
併
等
の
比
率
に
基
づ
く
約
定
価
額
の
水
準
の
関
係
を

券
の
売
付
け
を
行
う
取
引
（
合
併
等
の
期
日
及
び
合
併
等
の
比
率
が
決
定
さ

利
用
し
て
行
う
取
引
で
あ
っ
て
、
合
併
等
会
社
株
券
の
買
付
け
を
新
規
に
行

れ
て
お
り
、
そ
の
事
実
が
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

う
と
と
も
に
、
そ
の
買
付
価
額
の
範
囲
内
で
被
合
併
等
会
社
株
券
の
売
付
け

を
行
う
取
引
（
合
併
等
の
期
日
及
び
合
併
等
の
比
率
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
事
実
が
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

［
三
十
五
・
三
十
六

略
］

［
三
十
五
・
三
十
六

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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（
上
場
会
社
等
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

（
上
場
会
社
等
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

第
四
十
九
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及

第
四
十
九
条

［
同
上
］

ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

五
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
項

株
式
交
付
子

［
号
を
加
え
る
。
］

会
社
（
会
社
法
第
七
百
七
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
交

付
子
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総

資
産
の
帳
簿
価
額
が
会
社
（
特
定
上
場
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

会
社
の
属
す
る
企
業
集
団
）
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額

の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
株
式
交
付
子
会

社
と
な
る
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
が
会
社
（
特
定
上
場
会
社
等
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
社
の
属
す
る
企
業
集
団
）
の
最
近
事
業
年
度
の

売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ル
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヌ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

七

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヲ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

七

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ル
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

八

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ワ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

八

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヲ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
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の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

九

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ヨ
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又

九

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品

又
は
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
る
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
み
、
特
定

又
は
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
る
会
社
（
協
同
組
織
金
融
機
関
を
含
み
、
特
定

上
場
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
社
の
属
す
る
企
業
集
団
と
す
る

上
場
会
社
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
会
社
の
属
す
る
企
業
集
団
と
す
る

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
会
社
の
最

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
会
社
の
最

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の

れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の

た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
当
該
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末

た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
当
該
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末

日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
十
～
十
四

略
］

［
十
～
十
四

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
子
会
社
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

（
子
会
社
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微
基
準
）

第
五
十
二
条

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及

第
五
十
二
条

［
同
上
］

ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
五

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る

［
号
を
加
え
る
。
］
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も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

株
式
交
付
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
増

加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の

百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
企

業
集
団
の
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上

高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

株
式
交
付
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減

少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の

百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
企

業
集
団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上

高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

四

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

五
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
事
項

解
散
（
合
併

五
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

解
散
（
合
併

に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ

に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当

。
）
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
資
産
の
減
少
額
が
当
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該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十

該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十

に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
解
散
の
予
定
日
の

に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
解
散
の
予
定
日
の

属
す
る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お

属
す
る
当
該
企
業
集
団
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お

い
て
い
ず
れ
も
当
該
解
散
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当

い
て
い
ず
れ
も
当
該
解
散
に
よ
る
当
該
企
業
集
団
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当

該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満

該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
チ
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品

又
は
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
売

又
は
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
る
当
該
上
場
会
社
等
の
属
す
る
企
業
集
団
の
売

上
高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十

上
高
の
増
加
額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十

に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又

に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計

額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿

額
が
当
該
企
業
集
団
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿

価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
七
～
十
二

略
］

［
七
～
十
二

同
上
］

２

子
会
社
連
動
株
式
に
係
る
売
買
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
六
十
六
条

２

［
同
上
］

第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
連
動
子
会
社
の
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
こ
と
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る

［
号
を
加
え
る
。
］
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も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

株
式
交
付
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子

会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相

当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上

高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の

十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

株
式
交
付
に
よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子

会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相

当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上

高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の

十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

四

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

五
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
事
項

解
散
に
よ
る

五
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

解
散
に
よ
る

当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度

当
該
連
動
子
会
社
の
資
産
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年
度

の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と

の
末
日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
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見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
解
散
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事

見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
解
散
の
予
定
日
の
属
す
る
当
該
連
動
子
会
社
の
事

業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
解
散
に

業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
解
散
に

よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事

よ
る
当
該
連
動
子
会
社
の
売
上
高
の
減
少
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事

業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

こ
と
。

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
チ
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又

六

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
事
項

新
製
品
の
販
売
又

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
予
定
日
の
属
す
る
事
業
年
度
開
始
の
日

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品

か
ら
三
年
以
内
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
も
当
該
新
製
品

又
は
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最

又
は
新
技
術
の
企
業
化
に
よ
る
売
上
高
の
増
加
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

近
事
業
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
と
見
込
ま

れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の

れ
、
か
つ
、
当
該
新
製
品
の
販
売
又
は
新
技
術
を
利
用
す
る
事
業
の
開
始
の

た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年

た
め
に
特
別
に
支
出
す
る
額
の
合
計
額
が
当
該
連
動
子
会
社
の
最
近
事
業
年

度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未

度
の
末
日
に
お
け
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
未

満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

満
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
七
～
十
二

略
］

［
七
～
十
二

同
上
］

（
上
場
投
資
法
人
等
の
資
産
運
用
会
社
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微

（
上
場
投
資
法
人
等
の
資
産
運
用
会
社
の
機
関
決
定
に
係
る
重
要
事
実
の
軽
微

基
準
）

基
準
）

第
五
十
五
条
の
五

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
者
の
投
資
判
断

第
五
十
五
条
の
五

［
同
上
］

に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項

第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］
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二
の
二

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
十
二
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

主
要
株
主

［
号
を
加
え
る
。
］

の
異
動
が
見
込
ま
れ
る
株
式
交
付
以
外
の
株
式
交
付

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
十
二
号
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

吸
収
合
併
存
続

三

法
第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
十
二
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

吸
収
合
併
存
続

会
社
（
会
社
法
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社

会
社
（
会
社
法
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社

を
い
う
。
）
と
な
る
資
産
運
用
会
社
に
あ
っ
て
、
主
要
株
主
の
異
動
が
見
込

を
い
う
。
）
と
な
る
資
産
運
用
会
社
に
あ
っ
て
、
主
要
株
主
の
異
動
が
見
込

ま
れ
る
合
併
以
外
の
合
併

ま
れ
る
合
併
以
外
の
合
併

［
四
～
八

略
］

［
四
～
八

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
規
制
対
象
と
な
る
社
債
券
に
係
る
売
買
等
）

（
規
制
対
象
と
な
る
社
債
券
に
係
る
売
買
等
）

第
五
十
八
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
五
十
八
条

法
第
百
六
十
六
条
第
六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
事
実
の
う
ち
同
項
第
一
号
カ
若
し

る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
重
要
事
実
の
う
ち
同
項
第
一
号
ワ
若
し

く
は
令
第
二
十
八
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
、
令
第
二
十
八
条
の

く
は
令
第
二
十
八
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
、
令
第
二
十
八
条
の

二
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の
、
同
項
第
九
号
チ
若

二
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の
、
同
項
第
九
号
チ
若

し
く
は
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
又
は
令

し
く
は
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
又
は
令

第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の

第
二
十
九
条
の
二
の
三
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
実
に
係
る
も
の

を
知
っ
て
売
買
等
を
す
る
場
合
と
す
る
。

を
知
っ
て
売
買
等
を
す
る
場
合
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


